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な
行
為
を
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
非
難
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
ず
責
任
は

生
じ
な
い
。
こ
れ
は
「
期
待
可
能
性
」（
▽
103
頁
参
照
）
の
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
英
米
法
で
は
行
政
取
締
法
規

違
反
等
に
つ
い
て
は
、
過
失
す
ら
必
要
と
し
な
い
厳
格
責
任
の
考
え
方
が
判
例
上
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
我
が
国

で
は
、
少
な
く
と
も
過
失
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
項
　
責
任
能
力

　
「
責
任
能
力
」
と
は
、
行
為
の
と
き
に
、
そ
の
行
為
の
是
非
善
悪
を
判
断
し
、
そ
の
判
断
に
従
っ
て
行
為
で
き
る

能
力
を
い
う
。
責
任
無
能
力
者
と
限
定
責
任
能
力
者
に
つ
い
て
、
刑
法
三
九
条
な
い
し
四
一
条
に
規
定
が
あ
る
。

一
　
心
神
喪
失
者
・
心
神
耗
弱
者

（
心
神
喪
失
及
び
心
神
耗
弱
）

第
三
十
九
条　

心
神
喪
失
者
の
行
為
は
、
罰
し
な
い
。

２　

心
神
耗
弱
者
の
行
為
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
。

　
「
心し
ん
し
ん
そ
う
し
つ
し
ゃ

神
喪
失
者
」
と
は
、
精
神
機
能
の
障
害
（
生
物
学
的
要
素
）
に
よ
り
、
行
為
当
時
、
自
己
の
行
為
の
是
非
善

悪
を
判
断
し
、
そ
の
判
断
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
を
全
く
欠
く
状
態
（
心
理
学
的
要
素
）
に
あ
る
者
を
い
う

（
大
判
昭
六
・
一
二
・
三
刑
集
一
〇
・
六
八
二
）。「
心
神
喪
失
」
は
、
重
度
の
知
的
障
害
、
統
合
失
調
症
（
精
神

分
裂
病
）
そ
の
他
の
精
神
病
患
者
の
場
合
の
よ
う
に
継
続
的
病
態
と
し
て
存
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
飲
酒
に
よ
る
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「
責
任
」
と
は
、
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
行
為
者
を
非
難
し
う
る
こ
と
（
非
難
可
能
性
が
あ
る
こ
と
）
を
い
う
。

　
「
犯
罪
」
と
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
か
つ
有
責
な
行
為
で
あ
り
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為

で
あ
っ
て
も
、
も
し
そ
の
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
。

　

例
え
ば
、
甲
が
Ａ
を
絞
め
殺
し
た
。
甲
の
行
為
は
、
刑
法
一
九
九
条
の
「
人
を
殺
し
た
」
と
い
う
構
成
要
件
を

充
足
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
甲
に
は
正
当
防
衛
そ
の
他
の
違
法
性
阻
却
事
由
が
、
何
も
な
か
っ
た
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
甲
の
行
為
は
違
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
は
い
え
な
い
。
も

し
、
甲
が
自
分
の
行
為
の
善
悪
を
判
断
で
き
な
い
精
神
病
者
で
あ
っ
た
り
、
一
四
歳
未
満
の
も
の
で
あ
っ
た
り
す

れ
ば
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
、
甲
に
刑
法
上
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
。
こ
の

よ
う
に
、
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
に
「
責
任
」
が
あ
る
場
合
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

行
為
者
を
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
非
難
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
構
成

要
件
該
当
性
、
違
法
性
と
と
も
に
犯
罪
成
立
の
要
件
な
の
で
あ
る
。

　

責
任
の
要
素
と
し
て
は
、「
責
任
能
力
」
と
、「
責
任
条
件
」（
責
任
の
形
式
）
と
し
て
の
「
故
意
」（
▽
80
頁
）・

「
過
失
」（
▽
94
頁
）
が
あ
る
（
多
数
説
は
、
故
意
を
責
任
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
構
成
要
件
要
素
と
す
る
）。
更

に
、
行
為
者
に
責
任
能
力
が
あ
り
責
任
条
件
が
備
わ
っ
て
い
て
も
、
行
為
者
に
そ
の
違
法
行
為
を
せ
ず
他
の
適
法
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病
的
酩
酊
の
よ
う
に
一
時
的
異
常
と
し
て
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
熟
睡
中
に
無
意
識
で
行
う
動
作
も
心
神
喪
失
中

の
行
為
で
あ
る
。

　
「
心し
ん
し
ん
こ
う
じ
ゃ
く
し
ゃ

神
耗
弱
者
」
と
は
、
精
神
の
障
害
が
心
神
喪
失
の
程
度
に
ま
で
は
達
し
な
い
が
、
是
非
善
悪
を
判
断
し
そ
の

判
断
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が
、
通
常
人
に
比
べ
著
し
く
減
弱
し
た
者
を
い
う
（
大
判
昭
六
・
一
二
・
三
前

掲
）。

　

心
神
喪
失
・
心
神
耗
弱
の
存
否
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
精
神
医
学
（
生
物
学
的
方
法
・
要
素
）
や
心
理
学

（
心
理
学
的
方
法
・
要
素
）
な
ど
の
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
実
務
に
お
い
て
は
鑑
定
人

の
鑑
定
の
結
果
が
重
要
な
資
料
と
な
る
が
、
心
神
喪
失
や
心
神
耗
弱
と
い
う
の
は
医
学
上
の
観
念
で
は
な
く
て
刑

法
上
の
観
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
終
局
的
に
判
断
を
す
る
者
は
鑑
定
人
で
は
な
く
て
裁
判
官
（
不
起
訴
の
と

き
は
検
察
官
）
で
あ
る
（
最
決
昭
五
九
・
七
・
三
刑
集
三
八
・
二
七
八
三
。
な
お
、
鑑
定
人
の
意
見
を
採
用
し

得
な
い
合
理
的
理
由
が
な
い
限
り
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
と
す
る
最
判
平
二
〇
・
四
・
二
五
刑
集
六
二
・
一
五
五

九
）。
性
格
異
常
の
た
め
に
社
会
適
応
能
力
を
欠
い
て
い
る
精
神
病
質
や
不
安
、
過
労
等
に
よ
る
神
経
症
等
は
、

是
非
弁
別
能
力
、
行
動
制
御
能
力
の
点
で
、
通
常
人
よ
り
著
し
く
劣
っ
た
状
態
に
あ
る
と
は
通
常
考
え
が
た
い

（
パ
ラ
ノ
イ
ア
に
つ
き
、
山
口
地
裁
下
関
支
判
平
一
四
・
九
・
二
〇
判
時
一
八
二
四
・
一
四
〇
）。

　

ま
た
、
飲
酒
し
て
、
酩
酊
状
態
で
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
、
し
ば
し
ば
「
何
を
し
た
か
覚
え
て
い
な
い
」
な
ど
と

記
憶
喪
失
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
あ
る
が
、
記
憶
の
有
無
と
行
為
当
時
心
神
喪
失
で
あ
っ
た
か
否
か
と
は
別
個
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
飲
酒
量
や
行
為
当
時
の
言
動
な
ど
客
観
的
な
事
実
や
状
況
を
中
心
に
責
任
能
力
の
有
無
を
判

断
す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
酩
酊
状
態
で
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
き
飲
酒
時
の
責
任
を
問
う
「
原
因
に
お
い
て

自
由
な
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
六
項
五
の
解
説
▽
30
頁
参
照
。

二
　
广
唖
者

第
四
十
条　

削　

除

　
「
广い
ん
あ
し
ゃ

唖
者
」
と
は
、
先
天
的
に
耳
が
聞
こ
え
な
い
た
め
、
又
は
極
め
て
幼
少
時
に
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
た

め
、
口
の
き
け
な
く
な
っ
た
者
（
言
語
能
力
が
な
い
も
の
）
を
い
う
。
广
唖
者
は
、
一
般
的
に
精
神
の
発
育
が
不

完
全
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
（
刑
法
が
制
定
さ
れ
た
明
治
四
〇
年
頃
の
状
況
認
識
）、
責
任
能
力
者
と
み
ず
、

精
神
の
発
育
程
度
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
責
任
無
能
力
者
或
い
は
限
定
責
任
能
力
者
と
さ
れ
て
い
た
。
ろ
う
あ
教
育

の
進
ん
で
い
る
今
日
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
平
成
七
年
の
法
改
正
で
削
除
さ
れ
た
。

三
　
刑
事
未
成
年

（
責
任
年
齢
）

第
四
十
一
条　

十
四
歳
に
満
た
な
い
者
の
行
為
は
、
罰
し
な
い
。

　

一
四
歳
に
満
た
な
い
者
は
、
一
率
に
責
任
無
能
力
者
（
刑
事
未
成
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
四
歳
未
満
か
ど
う
か
は
、
い
わ
ゆ
る
満
年
齢
に
よ
り
（
年
齢
の
と
な
え
方
に
関
す
る
法
律
）、
真
実
の
年
齢
に

よ
る
（
出
生
の
日
が
起
算
日
。
年
齢
計
算
ニ
関
ス
ル
法
律
）。
戸
籍
と
実
際
の
生
年
月
日
が
違
っ
て
い
れ
ば
、
実
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